
（平成２３年９月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜厚生年金 事案 2112 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格取得日に係る記録を昭和 22 年６月 26 日に、資格喪失日に係る記録を 23 年

７月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 600 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和２年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年６月 26日から 23 年７月 10日まで 

    叔父からＡ社への入社を勧められ、入社試験を受け昭和 22年６月 26日付

けで同社Ｃ本社Ｄ部に配属され勤務したが、23 年７月に母親が病気となり

同社Ｅ工場に転勤した。転勤するまでの期間は、毎月の給料から保険料が控

除されていたが、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないので、

調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、申立人が名前を挙げた同僚の供述及びＢ社から提出された

退職者名簿において、申立人の入社日が昭和 22年６月 26日と記載されている

ことから、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたことが推認できる。 

また、申立人がＡ社Ｃ本社Ｄ部に一緒に勤務していたと名前を挙げた同僚２

名は、オンライン記録によると、申立期間において同社Ｃ本社Ｄ部での被保険

者記録が確認できる。 

さらに、Ｂ社は、「申立人は正社員であった。」と回答しており、上記の同僚

は、「同じＤ部で勤務していたことは間違いなく、申立人一人だけが、保険料

を控除されていなかったことはあり得ない。」と証言している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の同僚の厚生年

金保険被保険者台帳の標準報酬月額の記録から、600円とすることが妥当であ

る。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、納付に係る当時の資料を保存していないことから不明としているが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、

被保険者資格の喪失届を提出する機会があったことになるが、いずれの機会に

おいても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは通常の事務処理

では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 22

年６月から 23 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



岐阜国民年金 事案 976 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年 11月から８年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11月から８年 12月まで 

    平成７年１月から３月までの頃、自分が経営する会社の従業員から社会保

険への加入の要望があり、社会保険事務所（当時）へ相談に行ったが受理さ

れなかった。その後、改めて健康保険厚生年金保険新規適用届を提出した。

代表者（自分）が国民年金保険料を未納の状態で社会保険の加入手続をする

とは考えられない。申立期間が未加入で未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い上、申立人から聴取しても、申立期間当時の記憶

が曖昧であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、健康保険厚生年金保険新規適用届を提出する際、代表者（自

分）の国民年金保険料を未納の状態で社会保険事務所への加入手続を行うはず

がないと述べているところ、Ａ年金事務所が保管している当該届書は平成９年

１月 16 日付けで受け付けられており、その関係書類から申立人の申立期間に

係る国民年金保険料が納付された事実を推認することが困難である。 

   さらに、申立人の国民年金保険料の納付を裏付ける関係人の証言も得られず、

申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 2113 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月 11日から 40 年１月５日まで 

私はＡ社で６年弱働き、結婚をするためＢ町の実家へ帰った。平成 22 年

９月に年金記録を確認した際に、同社の期間について脱退手当金が支給され

ていることを初めて知った。私は脱退手当金を受給した記憶が無いので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 40 年３月 13 日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の前後に記

載されている 75名の女性のうち、受給資格がある 63名の脱退手当金の支給記

録を確認したところ、44 名に脱退手当金の支給記録があり、申立人と脱退手

当金支給決定日が同一となっている者が複数いる上、同僚は、「会社が脱退手

当金請求手続をし、地元の銀行でもらった。」と回答しており、申立人につい

ても事業主による代理請求がなされたものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 2114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月１日から 37年３月 26日まで 

    年金事務所からはがきで連絡があり、Ａ社分の脱退手当金を受給したこと

になっていることを知った。私は脱退手当金を受給しておらず、払われてい

ることも知らなかったので、この期間の年金記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間の脱退手当金は、資格喪失日から約３か月後の昭和 37 年

６月 28 日に支給決定がされており、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



岐阜厚生年金 事案 2115 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年７月 24日から 30 年８月 15日まで 

Ａ社の厚生年金保険被保険者期間は、脱退手当金支給済期間となっている

が、私は退職した時に給料をもらっただけで退職金は無かったし、脱退手当

金が一時金であることすら知らない。退職後結婚するまで実家で着物の仕立

ての習い事をしていた。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金

が支給されていることを意味する表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、複数の同僚は、「会社で脱退手当金請求手続をしてもらい、地元の金

融機関でもらった。」と回答しており、申立人についても事業主による代理請

求がなされたものと考えられる。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された昭和 31 年４月 13 日当時は、

通算年金制度創設前であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さは

うかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 2116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月１日から 39年８月 30日まで 

家庭の事情でＡ社を退職したが、退職金等を受け取った記憶も無い。脱退

手当金の支給を受けたことになっているが、手続した記憶も無く、納得でき

ない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約３か月後の昭和 39年 12月９日に支給決定されており、脱退手当金の支給に

係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 2117 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27年９月８日から 33年１月 30日まで 

昭和 33 年頃に会社の都合で希望退職を募った際に退職を申し出た。数十

人同時に退職したが、退職時に脱退手当金についての説明は無かった。脱退

手当金を支給した記録になっていることは年金記録を確認するまで知らな

かった。脱退手当金の請求手続をした覚えも無く、お金を受け取った覚えも

無いため、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金算定のために必要とな

る標準報酬月額等を社会保険庁（当時）から社会保険事務所（当時）に昭和

34年１月 22日付けで回答したことが記載されている上、Ａ社Ｂ工場の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱手」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金の支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の脱退手当金が支給決定された昭和 34 年３月２日当時は、通

算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ

年金を受給することができなかったことから、申立人が脱退手当金を受給す

ることに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 2118 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月２日から 33年９月 14日まで 

結婚のため、Ａ社を昭和 33 年 10 月に退職し、Ｂ市からＣ町へ転居した。

それ以降、郵便物なども含めて会社との連絡は皆無であり、脱退手当金を受

け取った記憶が無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 33 年 12 月 22 日に支給さ

れている上、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、同年 10 月

30 日に脱退手当金の算定のため必要となる標準報酬月額等を社会保険庁（当

時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記載されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給された時期は通算年金制度創設前であり、

20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できなかったこ

とを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえな

い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 2119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月２日から 37年２月５日まで 

Ａ社を退職後に脱退手当金が支給されたと記録されているとのことであ

るが、脱退手当金を受領した覚えが無いので、申立期間について、年金額の

計算対象となる厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手

当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約３か月後の昭和 37 年５月 19 日に支給決定されており、

脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、昭和 50 年 12 月頃に申立期間の一部と重複する 36 年４月

から 38 年３月までの期間の国民年金保険料を特例納付しており、脱退手当金

を受給したために当該期間の保険料を特例納付したものと考えるのが自然で

ある上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 2120 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年９月９日から 32年 11月１日まで 

             ② 昭和 33年９月 22日から 34年３月 11日まで 

             ③ 昭和 34年７月 19日から 35年３月 22日まで 

    Ａ社及びＢ社に勤務していた期間の脱退手当金が支払われたことになっ

ているが、受け取った記憶が無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意

味する「脱Ｃ」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給

額に計算上の誤りは無く、申立期間③の厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約９か月後の昭和 35 年 12 月 19 日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された昭和 35 年 12月 19 日当時は、

通算年金制度創設前であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さは

うかがえない上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 2121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 23年７月 24日から 25年８月３日まで 

昭和 26年３月 30日に脱退手当金を支払った記録になっているが、私は同

年＊月＊日に出産して、実家の方へ帰っていたので、お金をもらった記憶が

一切無い。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、資格期間、支給金額、

支給年月日が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 26 年３月 30 日に支給決定されているが、

当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が

無ければ年金は受給できなかったことから、申立人が出産で退職したことを踏

まえると、脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 2122 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月１日から 42年８月１日まで 

脱退手当金を支給したとされているＡ社を昭和 42 年８月に結婚のため退

社し、同年 10 月に住所をＢ郡からＣ市に変更した。脱退手当金を受け取っ

たとされる同年 11 月には、会社に届け出ている住所とは違うところに居住

しており、会社と連絡が取れない状況であったので受け取れるはずがない。

手続をした覚えも無いのに受け取ったことになっているので納得ができな

い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｄ年金事務所に申立期間に係る厚生年金

保険脱退手当金裁定請求書及び裁定伺が保管されており、当該請求書には申立

人の署名、押印があるとともに、申立人の姉に脱退手当金受領に関する一切の

権限を委任する旨の申立人の署名、押印のある委任状が添付されている上、当

該請求書には昭和 42 年 11 月 17 日に脱退手当金を受領した旨の姉の署名、押

印がある領収書が確認できる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給

額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約３か月後の昭和 42 年 11 月 17 日に支給決定されており、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 2123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 11月 13日から 28年６月 27日まで 

                          ② 昭和 29年 10月１日から 32年９月 20日まで 

    Ａ社を結婚のため退職したが、脱退手当金を受け取った記憶は無いので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給され

たことを示す記録があり、資格期間や平均標準報酬月額、支給年月日などの具

体的な記載がある上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 32 年 12 月 27 日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された昭和 32 年 12月 27 日当時は、

通算年金通則法施行前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無け

れば年金を受給することができなかったことから、申立人が脱退手当金を受給

することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から事情を聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 2124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 31年４月 30日まで  

友人のＡ氏に誘われて、昭和 30 年４月初めから、Ｂ社（現在は、Ｃ社）

に入社し、シートを作成する作業に従事していた。当時、Ｄ氏、Ｅ氏のいず

れかと一緒に通勤していた。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間から継続してＢ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社への入社を勧誘したＡ氏は、申立人と一緒に勤務したこ

とは供述しているものの、退職日を記憶しておらず、勤務期間を特定すること

ができない上、オンライン記録によると、同氏の厚生年金保険の資格取得年月

日は、申立人と同日の昭和 31年５月３日となっていることが確認できる。 

また、申立期間にＢ社において被保険者資格を取得している同僚に照会した

ところ、回答があった９人のうち８人が、入社日と厚生年金保険の資格取得日

が異なっていると回答していることから、同社では必ずしも全ての従業員につ

いて、入社と同時に厚生年金保険の資格を取得させる取扱いではなかったこと

がうかがえる。 

さらに、Ｃ社は、当時の資料が保存されていないため、申立人の申立期間に

おける勤務実態及び保険料控除については不明と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


